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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の 

一部を改正する法律案のポイント 

※＜＞は施行日。記載のない項目は、平成30年４月１日施行 

 

第一 改正の趣旨 

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律

に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制

度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公

平の確保、医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等の措

置を講ずるほか、患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療

技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とする等の措置を講

ずること。 

 

第二 国民健康保険法の一部改正 

一 保険者に関する事項 

都道府県は、当該都道府県内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）とと

もに、国民健康保険を行うものとすること。 

二 国、都道府県及び市町村の責務に関する事項 

１ 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措
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置を講ずるとともに、国民健康保険法の目的の達成に資するため、保健、

医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものと

すること。 

２ 都道府県は、安定的な財政運営、市町村における国民健康保険事業の

効率的な実施の確保等都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健

康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとするこ

と。 

３ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保

険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切

に実施するものとすること。 

三 被保険者に関する事項 

都道府県の区域内に住所を有する者は、都道府県が当該都道府県内の

市町村とともに行う国民健康保険（以下「都道府県等が行う国民健康保険」

という。）の被保険者とするものとすること。 

四 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関する事項 

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議させるため、都道府県

及び市町村にそれぞれ国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くもの

とすること。 
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五 費用の負担に関する事項  

１ 国の負担等 

（一） 国は、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用等について、そ

の百分の三十二を負担するものとするとともに、高額医療費負担対象

額の四分の一に相当する額を負担するものとすること。 

（二） 国は、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用等の百分の九

に相当する額の調整交付金を交付するものとするとともに、被保険者の

健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費

用の適正化等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を

支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範

囲内で交付金を交付するものとすること。 

２ 都道府県の負担等 

都道府県は、一般会計から、療養の給付等に要する費用等の百分の

九に相当する額及び高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を

当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする

こと。 

３ 国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に

関する事項 

（一） 都道府県は、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、療養の給
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付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、

国民健康保険保険給付費等交付金を交付するものとすること。 

（二） 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付が法令の

規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、当該

市町村（事務委託の場合にあっては、当該委託を受けた国民健康保険

団体連合会等を含む。）に対し、当該保険給付について再度の審査を

求めることができるものとすること。この場合において、当該市町村が保

険給付の全部又は一部を取り消さず、かつ、当該保険給付が法令に違

反し、又は不当に行われたものと認めるとき（再度の審査の求めに基づ

く審査が国民健康保険診療報酬審査委員会等において行われたときを

除く。）は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消

すべきことを勧告し、市町村が当該勧告に従わないときは、政令で定め

るところにより、国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告

に係る当該保険給付に相当する額を減額することができるものとするこ

と。 

（三） 都道府県は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、条例

で、年度ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費

納付金を徴収するものとすること。 
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４ 財政安定化基金の設置 

都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基

金を設け、次に掲げる事業等に必要な費用に充てるものとすること。 

（一） 保険料の収納が不足する当該都道府県内の市町村に対し、資金の

貸し付け又は交付する事業。 

（二） 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において療養の給付

等に要する費用等に充てるために収入した額が、実際に療養の給付等

に要した費用等の額に不足する場合に、財政安定化基金を取り崩し、

当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れること。 

六 都道府県国民健康保険運営方針等に関する事項 

１ 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並び

に市町村の国民健康保険事業の運営の広域化及び効率化の推進を図る

ため、都道府県等が行う国民健康保険の運営に関する方針を定めるもの

とすること。 

２ 都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準

的な水準を表す標準保険料率等を算定するものとすること。 

七 国民健康保険団体連合会に関する事項 

都道府県は、市町村又は国民健康保険組合と共同してその目的を達成す

るため、国民健康保険団体連合会に加入することができるものとすること。ま
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た、当該国民健康保険団体連合会の区域内の都道府県及び市町村並びに

国民健康保険組合の三分の二以上が加入したときは、当該区域内のその他

の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合は全て当該国民健康保険

団体連合会の会員となるものとすること。 

八 国民健康保険組合に対する補助に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の

割合について、国民健康保険組合の財政力を勘案して百分の十三から百分

の三十二までの範囲内において政令で定める割合とするものとするとともに、

これに加えて行うことができる国庫補助の額の上限を引き上げるものとする

こと。 

九 その他所要の改正を行うこと。 

 

第三 健康保険法の一部改正 

一 標準報酬等に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

１ 標準報酬月額について、三等級区分を追加し、その上限額を百三十九万

円とするものとすること。 

２ 標準賞与額の上限額について、年度における標準賞与額の累計額が五

百七十三万円であるものとすること。 
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二 保険給付に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

１ 患者申出療養に関する事項 

（一） 患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用

いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とするものとすること。 

（二） （一）の申出は、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う

臨床研究中核病院（保険医療機関であるものに限る。）の開設者の意

見書その他必要な書類を添えて行うものとすること。 

（三） 厚生労働大臣は、（一）の申出について速やかに検討を加え、必要

と認められる場合には、当該申出に係る療養を患者申出療養として定

めるものとするとともに、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知

するものとすること。 

２ 特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患

者の病状その他の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に

紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連

携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとするこ

と。 

３ 入院時食事療養費に関する事項 

入院時食事療養費の食事療養標準負担額について、平均的な家計に

おける食費及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均
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的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額とするものとすること。 

４ 傷病手当金に関する事項 

傷病手当金の額について、一日につき、傷病手当金の支給を始める日

の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額を平

均した額の三十分の一に相当する額の三分の二に相当する額とするもの

等とすること。 

５ 出産手当金に関する事項 

出産手当金の支給について、傷病手当金の支給に係る規定を準用す

るものとすること。 

三 保健事業に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

保険者は、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病

の予防に係る被保険者及びその被扶養者（以下「被保険者等」という。）の自

助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必

要な事業を行うよう努めなければならないものとすること。 

四 国庫補助に関する事項 ＜平成27年４月１日＞ 

１ 全国健康保険協会（以下「協会」という。）が管掌する健康保険の事業の

執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の額に対する国

庫補助率について、当該療養の給付等の額に千分の百三十から千分の

二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額とするものと
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すること。 

２ １の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要す

る費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の額に対する国庫補助率に

ついて、当分の間、当該療養の給付等の額に千分の百六十四を乗じて得

た額とするものとすること。 

３ 平成二十七年度以降の協会の国庫補助の額について、協会の準備金が

法定準備金を超えて積み立てられる場合においては、一の事業年度にお

いて当該積み立てられた準備金の額に千分の百六十四を乗じて得た額を、

当該一の事業年度の翌事業年度の国庫補助の額から控除するものとす

ること。 

４ 政府は、協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合

において、協会の国庫補助に係る規定について検討を加え、必要がある

と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 

五 保険料に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について、

千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、決定するものとする

こと。 

六 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会への事務の委

託に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 
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保険者は、保険給付のうち厚生労働省令で定める給付の支給に関する事

務並びに保険料の徴収、保健事業の実施等に係る情報の収集又は整理に

関する事務及び保険給付の支給、保険料の徴収等に係る情報の利用又は

提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体

連合会に委託することができるものとするとともに、当該委託を行う場合には

共同して委託するものとすること。 

七 その他所要の改正を行うこと。 

 

第四 船員保険法の一部改正 ＜平成28年４月１日＞ 

一 標準報酬等について、第三の一に準じた改正を行うこと。 

二 傷病手当金及び出産手当金について、第三の二の４及び５に準じた改正を

行うこと。 

三 疾病保険料率について、千分の四十から千分の百三十までの範囲内にお

いて、決定するものとすること。 

四 その他所要の改正を行うこと。 

 

第五 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正 

一 全国医療費適正化計画に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

１ 全国医療費適正化計画の期間を、六年を一期とするものとすること。 
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２ 全国医療費適正化計画において、各都道府県の医療計画に基づく事業

の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに国民の健

康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれ

る医療費適正化の効果等を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより

算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み（以下「国の医

療に要する費用の目標」という。）に関する事項を定めるものとすること。 

３ 計画期間において、国における医療に要する費用が国の医療に要する

費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するととも

に、当該要因の解消に向けて、関係者と協力して必要な対策を講ずるも

のとすること。 

二 都道府県医療費適正化計画に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

１ 都道府県医療費適正化計画の期間を、六年を一期とするものとすること。 

２ 都道府県医療費適正化計画において、都道府県の医療計画に基づく事

業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の

健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込ま

れる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより

算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み（以下「都道府

県の医療に要する費用の目標」という。）に関する事項を定めるものとする

こと。 
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３ 計画期間において、都道府県における医療に要する費用が都道府県の

医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分

析するとともに、当該都道府県における医療提供体制の確保に向けて、

関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとすること。 

三 前期高齢者納付金等の額の算定方法及び前期高齢者納付金等の負担軽

減に係る国の負担に関する事項 ＜平成29年４月１日＞ 

前期高齢者納付金等の拠出金負担が重い保険者の負担を全保険者にお

いて再按分することにより軽減する措置について、対象となる保険者の範囲

を拡大するとともに、当該再按分に加えて、国が当該拡大分の費用負担に

要する費用の二分の一に相当する額を負担するものとすること。 

四 後期高齢者支援金等の額の算定方法に関する事項 

１ 被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、そ

の額の全てを被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じたものとするこ

と。 ＜平成29年４月１日＞ 

２ 前期高齢者納付金の算定における前期高齢者に係る後期高齢者支援金

の額の算定について、１と同様の改正を行った上で、前期高齢者加入率を

基に算定するものとすること。 ＜平成29年４月１日＞ 

３ １の規定の施行までの間、平成二十七年度及び平成二十八年度の被用

者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定において、平成二
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十七年度はその額の二分の一を、平成二十八年度はその額の三分の二

を、それぞれ被用者保険者の標準報酬総額に応じた負担とするものとす

ること。 ＜平成27年４月１日＞ 

五 保健事業に関する事項 ＜平成28年４月１日＞ 

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じた保健事業を

行うように努めるとともに、保健事業の実施に当たっては介護保険の地域支

援事業を実施する市町村等との連携を図るものとすること。 

六 その他所要の改正を行うこと。 

 

第六 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正 ＜平成28年４月１日＞ 

社会保険診療報酬支払基金は、保険者の委託を受けて、保険給付のうち

厚生労働省令で定める給付の支給に関する事務並びに保険料の徴収、保

健事業の実施等に係る情報の収集又は整理に関する事務及び保険給付の

支給、保険料の徴収等に係る情報の利用又は提供に関する事務を行うもの

とすること。 

 

第七 健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正 ＜平成28年４月１日＞ 

都道府県単位保険料率の調整を行う期限を、医療に要する費用の適正化

等に係る協会の取組の状況を勘案して平成三十六年三月三十一日までの
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間において政令で定める日までの間とするものとすること。 

 

第八 施行期日等 

一 施行期日 

この法律は、平成三十年四月一日から施行するもの等とすること。ただし、

次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。 

１ 第三の四、第五の四（３に限る。） 平成二十七年四月一日 

２ 第二の八、第三（四を除く。）、第四、第五の一、二及び五、第六並びに第

七 平成二十八年四月一日 

３ 第五の三及び四（３を除く。） 平成二十九年四月一日 

二 検討規定 

１ 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築す

る観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及

び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等に

ついて更に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

すること。 

２ 政府は、この法律による改正後の国民健康保険法の施行後において、国

民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向

けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化
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及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業

の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、

国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進

の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民

健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

三 経過措置等 

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律につ

いて所要の規定の整備を行うこと。 


